
令和５年度高鍋保健所運営協議会

新型コロナウイルス感染症対策について

令和５年８月２８日 高鍋保健所健康づくり課
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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に
伴う医療提供体制及び公費支援の見直し等について

（資料：宮崎県感染症対策課）
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感染症法上位置づけ変更に伴う対応
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新型コロナウイルス感染症発生状況

【県内】
１ 定点当たりの報告数
＊定点医療機関からの報告数÷５８定点医療機関
＊ ５類移行前（定点把握前）の数値は参考値

２ １日当たりの新規感染者数 （５類移行後は推計値）

３ 入院患者数
４ 年齢群別
５ 圏域別区分・定点当たり
６ 保健所別定点当たり

【全国】
感染状況 （第32週 8/7～8/13）
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１ 県内定点当たりの報告数

5定点医療機関からの報告数÷58定点医療機関。 5類移行前の数値は参考値

（資料：宮崎県ホームページ）

※ ５類移行前は参考値

＜直近＞
・８／７～８／１３ ：１７．６７
・８／１４～８／２０：１７．２２
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２ 県内１日当たりの新規感染者数

５類移行前は実人数（1週間合計人数）を7日で除した人数 第８波の感染状況を基に推計
６

※ ５類移行前は実人数、５類移行後は推計値

（資料：宮崎県ホームページ）

＜直近＞
８／１４～８／２０ ： ７３８人
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３ 県内の入院患者数

毎週水曜日時点の県内の医療機関からの報告数

（資料：感染症対策課）

入院者数

重症者数

＜直近＞
８／１６： ２９０人（重症：2人）
８／２３： １６９人（重症：1人）



（資料：宮崎県感染症情報センター） ８

４ 県内 年齢群別

第33週
（8/14～8/20）

第32週
（8/7～8/13）



全国感染状況 （第32週 8/7～8/13）
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本県全国９位（17.7）
上位10都道府県全国定点当たり：１４．２

（資料：宮崎県ホームページ） ９

第32週



５ 県域別 感染区分 （資料：宮崎県ホームページ）

第32週(8/7～8/13)第31週(7/31～8/6)
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第33週(8/14～8/20)



（県と西都・児湯圏域）定点当たりの報告数

県内定点医療機関数 ： ５８

西都・児湯圏域定点医療機関数 ： ６

（資料：宮崎県ホームページ）
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６-1 保健所別推移（直近３週分）
（資料：宮崎県感染症情報センター）

(今週8/14
～8/20)
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６-2 保健所別定点当たり報告数
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(週）



県内のオミクロン株「ＸＢＢ」系統の
ゲノム解析週と検出系統 （資料：宮崎県感染症情報センター）

１２14



入院基幹定点サーベイランス開始
COVID-19と診断した患者のうち入院した者の届出

＊９月下旬開始予定＊
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（目的）

１ 入院患者の発生の傾向や重症化の傾向を把握すること

２ 入院患者数や臨床情報を補足することにより入院患者の

発生動向や重症化の傾向を経時的に把握すること

（報告機関及び開始時期）

１ 県内７定点（管内：１定点）

既存のインフルエンザ入院患者届出を行っている基幹定点

２ 令和５年９月下旬開始予定

（内容）

性別、年齢、入院時対応（ICU入室・人工呼吸器利用・いず
れにも該当しない）



【まとめ】感染対策のポイント
感染リスクに応じた対策の実践を！

（資料：宮崎県ホームページ） 16

５類移行後の感染対
策は、個人や事業者
の自主的な判断！



発熱などの症状がでたら・・・

（資料：宮崎県ホームページ） 17

抗原検査キット取扱い薬局
一覧 （宮崎県薬剤師会）



（資料：宮崎県ホームページ） 18

新型コロナに感染された方（療養の目安)

（※1）無症状の場合は検体採取日を０日とします。
（※2）やむを得ず外出する場合は、症状がない事を確認しマスク着用

等を徹底してください。

５類移行後は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃
厚接触者」として特定されることはありません。また「濃厚
接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。



新型コロナワクチン接種
令和5年度も自己負担なしで接種できます
重症化リスクの高い方は早めの接種をご検討ください

19（資料：宮崎県ホームページ）



県の対応のまとめ
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重点医療機関及び協力医療機関
＊医療機関：２７カ所（病床数：１５２床）

外来対応医療機関の拡充
＊内科､耳鼻科､小児科標榜の医療機関
： ４６９カ所（管内：３９カ所）

＊うち、かかりつけ患者に限らず広く外来対
応を行うことを広報する医療機関
： ４０８カ所（管内：３５カ所）

１ 必要な医療提供体制の確保

※まずはかかりつけ医等の身近な医療機関に電話相談してください。

※受診の際は必ず電話して、対応可能な時間や対象者等を確認してください。



21

２ 高齢者施設等への対応

発生報告を依頼（電子申請システムによる）
①発生時
②集団感染発生時

ア死亡者又は重症者が1週間内に2名以上発生時
イ感染者が10名以上又は全利用者の半数以上発生時

③感染終息時
ワクチン接種（希望する職員、入所者に今年度は２回）
職員を対象とした集中的検査（抗原検査キット配布）
定点当たり報告数が10以上（オレンジ区分）の時から
※申込み終了。配布希望施設へ9月を目処に配送開始
衛生用品配布（ガウン、マスク等）
事業継続支援（かかり増し経費への支援）※一次停止中
往診体制強化（往診を行う医療機関へ支援）※10月以降未定



今後の対応・課題
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保健・医療提供体制に関する記載事項を充実

感染症に係る医療提供体制の確保、その他感染症の発生を予
防し、又はまん延を防止するための措置に必要なものとして、
病床･外来･医療人材･後方支援･検査能力等の確保について数
値目標を定める

新型コロナウイルス感染症対応の振り返り、関係機関調査等

県策定の感染症予防計画及び対策連携協議会の進捗状況確認

健康危機対処計画策定(業務内容､人員体制､職員の健康管理､
訓練等)

健康危機対処計画内容（案）について関係機関へ説明

保健所 健康危機対処計画(感染症)の策定

宮崎県感染症予防計画の変更策定


